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１．人口の推移と将来予測

（１）人口と世帯数の推移

H18 H19 H20 H21 H22 H23 H24 H25 H26 H27 H28 H29 H30

男性 46,075 46,121 46,152 46,129 45,936 45,729 45,698 45,500 45,460 45,123 44,985 44,877 44,650

女性 49,097 49,133 49,032 48,894 48,763 48,685 48,650 48,510 48,358 47,976 47,776 47,601 47,484

人口合計 95,172 95,254 95,184 95,023 94,699 94,414 94,348 94,010 93,818 93,099 92,761 92,478 92,134

世帯数 28,746 29,092 29,300 29,402 29,479 29,657 29,953 30,225 30,476 30,585 30,844 31,104 31,441

　（4.1現在※H18は3.20現在：人・世帯）

（坂井市住民基本台帳より）
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（２）人口の将来予測
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目指すべき将来の人口規模（政策努力を加味した推計）

2010年：14,171人

総人口の15.4％

2010年：56,898人

総人口の61.9％

2010年：20,831人

総人口の22.7％

2060年：45,315人

総人口の55.4％

2060年：23,713人

総人口の29.0％

2060年：12,703人

総人口の15.5％

2,882人（約14％）の増加

11,583人（約20％）
の減少

1,468人（約10％）
の減少

坂井市の65歳以上人口

絶対数のピーク：27,291人

高齢化率は

2040年を境に低下

15歳未満人口

15～64歳未満人口

65歳以上人口 65歳以上人口

15～64歳未満人口

15歳未満人口

総人口
91,900人

総人口
81,731人

10,169人（約11％）
の減少
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坂井市の人口の長期的見通し（これまでの趨勢を踏まえた推計）

総人口
91,900人

30,873人

（約34％）

の減少

総人口
61,027人

15歳未満人口

2010年：14,171人

総人口の15.4％

15歳未満人口
2060年：6,247人

総人口の10.2％

7,924人

（約56％）

の減少

15～64歳未満人口

2010年：56,898人

総人口の61.9％ 24,698人（約43％）
の減少 15～64歳未満人口

2060年：32,200人

総人口の52.8％

65歳以上人口のピーク

27,291人

65歳以上人口
2010年：20,831人

総人口の22.7％

1,749人（約8％）の増加

65歳以上人口

2060年：22,580人

総人口の37.0％

高齢化率は

高まり続ける

坂井市人口ビジョン（H27.12）より 坂井市まち・ひと・しごと創生総合戦略〔第4版〕（H30.3）より
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２．公共施設の状況と見直し方針
（１）公共施設築年別整備延床面積  

 

高度経済成長期 

 

建築全盛期 

 

バブル景気 

 

市制 

 

平成28年3月時点

施設数：２７４施設 総延べ床面積：４０７，５５８㎡ 市民一人当たり：４．３９㎡
（主な建築用途別割合）

小中学校：39.3％ 市営住宅：11.0％ スポーツ施設：9.0％ 子育て関連施設：7.3％ 文化施設：4.9％

坂井市公共施設等総合管理計画より
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（２）今後４０年間に要する更新費用の推計

　　　現在までのストック　：　40.7万㎡
　　　 試算期間の更新費用総額　：　2,150.9億円
　　 年更新費用試算額　：　53.7億円 新規整備・既存更新　直近過去年度平均　：　49.0億円

　　　2021年以降更新費　：　30.0億円

（３）公共施設の見直し方針

直近過去5年間の

平均更新費用

49.0億円

(合併特例債含む)
今後維持可能な

更新費用

30.0億円

方針１．施設利用の効率性向上

方針２．施設の再配置

方針３．施設総量の縮減

・新規整備の原則廃止

・類似する機能を有する施設の統合

・施設の複合化 ・施設の再配置 等

【縮減目標】

総延床面積を３０年間で２０％の縮減

坂井市公共施設等総合管理計画より
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３．財政の状況
(単位　：　百万円　％)  

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比

16,185 44.8 16,601 44.6 16,775 44.3 16,242 42.3 17,075 41.3 18,222 44.3 市が自主的に収入することができる財源

市税 11,961 33.1 11,946 32.1 11,985 31.6 11,961 31.2 12,127 29.3 12,524 30.4 市民税、固定資産税、軽自動車税　など

分担金及び負担金 581 1.6 632 1.7 649 1.7 608 1.6 633 1.5 690 1.7

使用料及び手数料 866 2.4 856 2.3 817 2.2 758 2.0 742 1.8 731 1.8

財産収入 125 0.4 123 0.3 96 0.3 318 0.8 98 0.2 137 0.3 預金利子、市有地の貸付・売却収入　など

寄附金 10 0.0 6 0.0 9 0.0 6 0.0 11 0.0 455 1.1
一般寄付、福祉や教育などの指定寄付、ふるさと納
税寄付　など

繰入金 225 0.6 55 0.2 191 0.5 49 0.1 945 2.3 884 2.1 基金や特別会計からの繰り入れ金

繰越金 1,048 2.9 1,468 3.9 1,517 4.0 1,019 2.7 1,054 2.6 804 2.0 前年度の繰越金

諸収入 1,369 3.8 1,515 4.1 1,511 4.0 1,523 4.0 1,465 3.5 1,997 4.9 貸付金の返済収入や学校給食費　など

19,904 55.2 20,632 55.4 21,124 55.7 22,146 57.7 24,268 58.7 22,914 55.7 国・県の交付基準に基づき、交付されたりする財源

地方譲与税等 1,445 4.0 1,503 4.0 1,636 4.3 2,386 6.2 2,123 5.1 2,181 5.3

地方交付税 8,033 22.3 7,771 20.9 7,633 20.1 7,640 19.9 7,353 17.8 7,635 18.6

国県支出金等 5,991 16.6 6,579 17.7 6,765 17.9 7,385 19.2 7,374 17.8 7,156 17.4
特定の目的を持った事業に国県より市に収入され
るもので、補助金や委託金　など

市債 4,435 12.3 4,779 12.8 5,090 13.4 4,735 12.3 7,418 17.9 5,942 14.4
特定の目的を持った事業や交付税の不足分に充て
る市の借金

36,089 100.0 37,233 100.0 37,899 100.0 38,388 100.0 41,343 100.0 41,136 100.0

地方譲与税等 ：

国県支出金等 ：

(単位　：　百万円　％)

決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比 決算額 構成比

15,062 43.5 14,832 41.5 15,372 41.7 15,220 40.8 15,513 38.3 15,991 40.2
支出が制度的に義務づけられており、市が任意に
削減することができない費用

人件費 5,537 16.0 5,318 14.9 5,409 14.7 5,462 14.6 5,175 12.8 5,217 13.1 職員給料、議員や特別職の報酬　など

扶助費 6,049 17.5 6,160 17.2 6,725 18.2 6,845 18.3 7,348 18.1 7,472 18.8
生活保護法や児童福祉法などに基づき公的扶助制
度の一環として支給する費用

公債費 3,476 10.0 3,354 9.4 3,238 8.8 2,913 7.8 2,990 7.4 3,302 8.3 市の借入金(借金)を返済するための費用

投資的経費 5,400 15.6 5,987 16.8 5,714 15.5 5,910 15.8 6,567 16.2 6,413 16.1
支出効果が長期に及ぶもので、普通建設事業費、
災害復旧事業費、失業対策事業がある

普通建設事業費 5,400 15.6 5,987 16.8 5,714 15.5 5,910 15.8 6,567 16.2 6,413 16.1
道路や学校整備など、建設事業に必要とされる投
資的な費用

その他経費等 14,159 40.9 14,897 41.7 15,794 42.8 16,204 43.4 18,459 45.5 17,420 43.7

物件費 4,706 13.6 4,875 13.6 5,182 14.1 5,295 14.2 5,495 13.6 5,578 14.0
消費的な性質をもつ費用で、賃金、旅費、交際費、
需用費　など

維持補修費 221 0.6 209 0.6 262 0.7 246 0.7 193 0.5 861 2.2
道路や公共施設などの本来の機能を維持するため
の修繕費用

補助費等 5,779 16.7 6,069 17.0 6,689 18.1 6,458 17.3 9,229 22.8 6,510 16.3
団体や民間に対し、行政目的を達成するため交付
する経費で、補助金、負担金、報償費など

積立金 492 1.4 554 1.6 313 0.8 583 1.6 45 0.1 965 2.4
特定の目的を達成するため、また年度間の財源変
動に備え、積立(貯金)する費用

投資・出資・貸付金 588 1.7 723 2.0 693 1.9 675 1.8 771 1.9 743 1.9
市民の福祉増進や地域振興のため、市が現金を貸
付するための費用

繰出金 2,373 6.9 2,467 6.9 2,655 7.2 2,947 7.9 2,726 6.7 2,763 6.9
一般会計、特別会計、基金の間で、相互に資金運
用する費用

34,621 100.0 35,716 100.0 36,880 100.0 37,334 100.0 40,539 100.0 39,824 100.0

(性質別)

義務的経費

歳　出　合　計

国庫支出金、県支出金

【歳出の推移】 24年度 25年度 26年度 27年度 28年度 29年度
備　考

　依存財源

国が徴収した税金の一部を一定の基準で市に交付
されるもので特に使途は限定されない
(国が徴収する税金の財源によって、市へ交付され
る種目が異なる)

歳　入　合　計

地方譲与税、利子割交付金、配当割交付金、株式等譲渡所得割交付金、地方消費税交付金、ゴルフ場利用税交付金、

自動車取得税交付金、地方特例交付金、交通安全対策特別交付金

27年度 28年度 29年度
備　考

　自主財源

施設の使用料や福祉に関する受益者の負担金、住
民票等の発行手数料　など

（1）Ｈ２９年度決算状況

【歳入の推移】
24年度 25年度 26年度

予 算 規 模 の 推 移
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２．坂井市の借金と貯金
貯金(基金)は、必要なときに取崩して事業の財源等に充てるために設置さ

れる積立金です。平成22年度以降、財政調整基金の積み立てに努め、基金総

額は増加しておりますが、平成28年度は、国営かんがい排水事業（第1期九頭

竜川下流地区パイプライン工事：H11～H27）の工事負担金を国に支払ったこ

とにより、減少しました。

【財政調整基金】

財源不足や突発的な災害などの緊急を要する経費に備えるために設置され

る貯金で、決算剰余金が多い時は積立し、財源不足時に取り崩すという、年

度間調整的な役割を果たします。
【減債基金】

借金(市債)の返済の増加に備えるために設置される貯金で、公債費(借金返

済)が他の経費を圧迫するような場合に充てます。
【特定目的基金】
福祉や施設の整備など特定の事業を実施(展開)するための貯金で、一般会

計では平成29年度末の時点で、目的に応じた11の基金があります。

借金(市債)は、道路や学校など公共施設の整備に必要な経費の財源を確保す

るために借り入れる資金で、返済期間は5年から長いものでは30年かけて償還

します。返済に必要な資金は、将来その施設を利用する市民の皆さんからの

税金などで賄われ、世代間の負担の公平を図ることができます。しかし、借

金(市債)残高が増え続けると、返済に要する経費が財政を圧迫し、様々な行政

サービスの提供に支障が生じてきますので、財政状況を見極めながら借入れ

を行っております。

一般会計では、小中学校の耐震補強改修事業の本格化により平成22年度以
降借入額が返済額を上回り、平成28年度以降はコミュニティセンターの耐震
化事業がスタートしたことにより、借金(市債)残高は増加傾向にありますが、
合併特例債（返済額の７割が交付税に算入される）等の有利な市債を選択す
ることにより、後年度の財政負担の抑制を図っております。

32,795 32,088 31,324 31,599 31,940 33,326 35,156 37,386 39,558 44,308 47,246

5,016 4,385 4,281 4,163 3,955 3,745 3,808 3,988 3,878
3,859

4,072
30,447 30,377 30,192 29,809 29,190 28,572 27,995 27,676 27,411

26,806 25,936
3,606 3,405 3,184 2,990 3,054 3,160 3,038 2,967 2,788

2,591 2,472
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農

排

73,754

904 1,107 1,087 1,647 1,974 2,400 2,908 3,200 3,627 3,193 2,643 
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167 8 12 
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基金残高

財政調整基金 減債基金 特定目的基金

合計 6,4135,810 6,1285,3495,6515,458 6,927

市民一人当たり（一般会計）

H19： 34.4万円 ⇒ H29： 51.1万円 差引： 16.7万円の増

市民一人当たり

H19： 5.7万円 ⇒ H29: 7.4万円 差引： 1.7万円の増

282 250 222 196 150 142 135

72,146 70,505 68,75769,203 68,289 68,945 70,132 72,143

126 7,081119 7,653111 102

77,675 79,828

金額（百万円）

6,752 6,833
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３．行政改革大綱に定めた目標数値

行政改革の目標値と現状値

Ｈ25年度
決算の数値

Ｈ26年度
最終目標値

Ｈ27年度
決算の数値

Ｈ28年度
決算の数値

目標値
Ｈ29年度

決算の数値

将来負担比率 ８２．８％ ７９．２％ ７２．６％ ８５．０％ １７５％以下　※１ １３４．７％

実質公債費比率 １０．８％ ９．６％ ８．２％ ７．１％ １５％以下　※２ ６．５％

財政調整基金残高 ２９．１億円 ３２．０億円 ３６．３億円 ３１．９億円 ２２億円以上　※３ ２６．４億円

※１

※２

※３

　実質公債費率は、借入金（地方債）の返済額及びこれに準じる額の程度（仮に坂井市の収入等を１００とした場合の借金返済額等の割合）を示しま
す。実質公債費率が、１８％以上になると、起債発行に国の許可が必要となり、２５％以上になると早期健全化団体となり、財政健全化計画を策定す
る必要があります。

　将来負担比率は、借入金（地方債）や将来支払っていく可能性がある負担額等の現時点での残高の程度（仮に現在の坂井市の財政規模等を１００
とした場合の現時点での借金総額等の割合）を示します。数値が大きいほど、今後の財政を圧迫する可能性が高いことを表します。将来負担比率が
３５０％を超えると、早期健全化団体となり、財政健全化計画を策定する必要があります。

　財政調整基金は、年度間の財源の不均衡を調整するための基金で、長期的な視野に立って財政運営を行うための基金です。一般的に標準財政規
模の１０％が適正とされています。（坂井市のH29標準財政規模：２１９．５億円）

第３次行政改革（Ｈ29～33）
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４．目標値の推移と団体間比較（財政調整基金残高・実質公債費率を抜粋）
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